
75
歳
以
上
の
人（
一
定
の
障
害
が
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
65
歳
以
上
の
人
）が
加
入
す
る
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
、
保
険
料
納
付
や
保
険
証
の
更
新
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

保
険
料
の
納
付
方
法
を

も
う
一
度
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う

　

平
成
22
年
度
中
に
、
保
険
料
の
減

額
・
変
更
に
よ
り
年
金
か
ら
の
特
別
徴

収
が
停
止
さ
れ
た
人
や
普
通
徴
収
に
変

更
に
な
っ
た
人
は
、
7
月
か
ら
9
月
ま

で
は
納
付
書
に
よ
る
納
付
と
な
り
ま
す
。

通
知
が
届
い
た
ら
、「
自
分
が
ど
の
納

付
方
法
な
の
か
」
必
ず
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

特
別
徴
収
の
人
も
口
座
振
替
に
変
更
で

き
ま
す

　

特
別
徴
収
に
よ
り
納
付
し
て
い
る
人

で
、
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
を
希
望
す

る
人
は
、
7
月
29
日
㈮
ま
で
に
市
役
所

と
金
融
機
関
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
10
月
の
年
金
か
ら
特
別
徴
収
が
停

止
さ
れ
、
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
に
変

更
と
な
り
ま
す（
こ
れ
ま
で
の
納
付
状

況
等
か
ら
、
変
更
が
認
め
ら
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。）。

納
付
が
困
難
な
と
き
は
ま
ず
相
談
を

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
高
齢

者
の
医
療
を
支
え
る
た
め
、
所
得
に
応

じ
た
公
平
な
負
担
に
な
っ
て
い
ま
す
。

突
然
の
収
入
の
減
少
や
病
気
な
ど
に

よ
っ
て
納
付
が
困
難
に
な
っ
た
と
き
は
、

納
付
方
法
に
つ
い
て
必
ず
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

保
険
証
を
一
斉
に
更
新
し
ま
す

　

8
月
1
日
に
保
険
証
を
更
新
し
ま
す
。

新
し
い
保
険
証
は
、
7
月
中
旬
に
簡
易

書
留
で
郵
送
し
ま
す
。
現
在
使
っ
て
い

る
保
険
証
は
、
有
効
期
限
が
過
ぎ
て
か

ら
、
市
の
主
な
公
共
施
設
内
の
保
険
証

回
収
箱
に
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

窓
口
負
担
割
合
を
見
直
し
ま
す

　

医
療
機
関
の
窓
口
で
は
、
掛
か
っ
た

医
療
費
の
1
割
を
負
担
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
一
定
以
上
の
所
得

が
あ
る
人
は
3
割
負
担
に
な
り
ま
す
。

こ
の
負
担
割
合
は
前
年
中
の
所
得
に
よ

り
毎
年
8
月
1
日
に
見
直
し
て
い
ま
す
。

　

住
民
税
の
課
税
所
得
が
1
4
5
万
円

以
上
の
場
合
、
医
療
機
関
窓
口
で
の
医

療
費
負
担
が
3
割
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
①
ま
た
は
②
に
当
て

は
ま
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
1
割
負

担
に
な
り
ま
す
。

①
同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
の
収
入
額
の

合
計
が
5
2
0
万
円（
同
じ
世
帯
で
、

被
保
険
者
が
1
人
の
場
合
は
3
8
3

万
円
）に
満
た
な
い
人

②
年
収
3
8
3
万
円
以
上
の
被
保
険
者

で
、
同
じ
世
帯
の
70
歳
か
ら
74
歳

の
人
を
含
め
た
収
入
額
の
合
計
が

5
2
0
万
円
に
満
た
な
い
人

　

対
象
と
見
込
ま
れ
る
人
に
は
申
請
書

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
☎
20
‐

1
5
4
7
）へ

保
険
料
の
納
付
方
法

　

平
成
23
年
度
の
保
険
料
決
定
通
知
は
、

7
月
15
日
以
降
に
発
送
し
ま
す
。
納
付

方
法
は
、
年
金
の
受
給
額
や
資
格
の
取

得
時
期
等
に
よ
り
、
年
金
か
ら
の
引
き

落
と
し（
特
別
徴
収
）と
納
付
書
ま
た
は

口
座
振
替
に
よ
る
納
付（
普
通
徴
収
）に

分
か
れ
ま
す
。（
下
表
）

対　　　　象 平成23年度の納付方法

平成23年2月支給時の年金から引かれて納付して
いた人

年金からの引き落としによる納付平成22年9月までに年齢到達や転入などにより、新
たに資格を取得し、年金から引かれる要件に該当
した人

年度の途中で、保険料の減額や変更により、年金
からの引き落としが停止された人、または納付書に
よる窓口納付に変更になった人

7月から9月までは、納付書による窓口納付
または口座振替による納付。
10月から年金からの引き落としによる納付平成23年5月までに年齢到達などにより、新たに資

格を取得し、年金から引かれる要件に該当した人

納付書により窓口で納付または口座振替により納付
していた人（年金から引かれる要件に該当しない人） 納付書による窓口納付または口座振替によ

る納付平成23年6月以降に年齢到達等により、新たに資
格を取得した人

保険料の納付方法

＊ 年金から引かれる要件は、年金受給額が、年間18万円以上の場合、または介護保険料と後期高
齢者医療保険料の合計が年金額の2分の1を超えない場合です。

11 広報なりた 2011.7.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です


